
佐倉染井野Ｓ３地区景観協定運営委員会規約 

 

 

 

（目的） 

第１条 この規約は佐倉染井野Ｓ３地区景観協定（以下「協定」という）の運営に関する必要事項を

定め、その運営を円滑に行うことを目的とする。 

 

（運営委員会） 

第２条 協定第 １７条に基づく景観協定運営委員会（以下「委員会」という）の招集は必要に応じ、

委員長が行う。委員会の成立は、委員の２分の１以上の出席による。 

 

（委員会の業務） 

第３条 委員会は協定に関する次の事項を処理する。 

（１）協定の第２０条に関わる事項 

（２）その他協定の運営に関わる事項 

  ①協定運用の公平性・一貫性を保つための協定の判断基準の作成 

 ②基準化できない事案に関する事例集の作成 

 ③染井野Ｓ１、Ｓ２地区の建築・緑地協定運営委員会との連携、など 

 

（議決） 

第４条 委員会の議決は、役員を含む委員の３分の２以上（委任状を含む）が出席した委員会におい

て、出席委員の過半数をもって決する。 

２．議決を要する案件は以下の項目とする。 

（１）景観協定に違反している建築計画に対する処置 

（２）運営規約および判断基準の改定 

（３）運営委員長が必要と認めた事項 

 

（議事録の作成および保管） 

第５条 委員会の議事については、議事録を作成しなければならない。 

２．議事録には議題、議事の経過の要領、およびその結果を記載する。 

３．委員長は議事録を保管し、利害関係人から請求があった時は、これを閲覧させなければならな

い。 

（協定加入者データの作成、保管、更新） 

第６条 委員会は協定加入者データをデジタル情報および紙情報の形態で作成し、安全に保管しなけ

ればならない。また、その情報の閲覧および使用は限られた関係者に限定し、情報の漏洩を防止する

対策を取らねばならない。 

２．地権者およびその土地の権利等に関する記録内容に変更が生じた場合、届出に基づき協定加入

者データを更新しなければならない。 

 



（土地の所有者等変更の届出） 

第７条 協定第２６条に基づく届出は所定の様式によるものとする。 

２．委員会は前項の届出を受理し、これを記録する。 

 

（建築等計画協議書届出） 

第８条 協定第２０に基づく協議書届出は所定の様式により、２部提出するものとする。 

２．前項の届け出は工事前に行わなければならない。 

３．第１項の届け出を受理した委員会は、協定第６条の建築物に関する基準、第１１条－第１２条工

作物等に関する基準、第１３条－第１５条緑化に関する事項、第１６条屋外広告物の表示に関する

基準に照らし内容の確認を行い、１４日以内を目処に適否を届出者に通知する。 

４．届出は１部を届出者に返却し、１部を委員会が保管する。 

５．会員は、委員会に対する協議書の提出に加え 、所定の期限までに、地区計画の定めによる事前

届出（佐倉市都市計画課）又は建築確が必要な場合は確認の申請（佐倉市建築指導課又は指定確認検

査機関）をするものとする。 

 

（景観協定制限内容の運用基準） 

第９条 第１３条（２）道路境界に面して、出入口、門扉、門柱及び車庫に用いる部分を除き、生垣

又はこれに類する植栽を設けるものとする。この生垣又はこれに類する植栽の見解は、道路境界沿

いに設ける、生垣、低灌木、低木などの植栽とする。 

 

（経費） 

第１０条 協定第２７条に基づき、運営に必要な経費は、会員全員が負担する。 

２．会員は、委員会の運営に要する費用として、年会費１２００円を３月３１日までに翌年分の会費

として、委員会に納入しなければならない。 

３．会計年度途中に協定に加入する会員は、協定加入時に当該年度分全額の会費を納入しなければ

ならない。 

４．会員は、委員会に対し、納付した年会費等の返還を請求することはできない。 

５．会費に余剰が出た場合委員会は、違反者に対する裁判所への提訴等及び将来の出費に備えて積

み立てを行うものとする。 

 

（会員総会） 

第１１条 会員総会は、会計年度終了後、２か月以内に召集する。このほか、会員の５分の l 以上

の者の要求又は委員の過半数の要求があるときは、臨時総会を招集する。 

２. 会員総会は、委員長がこれを召集し、議長を務める。ただし、委員長の罷免が会員総会の議題と

なる場合には、委員の過半数の者の互選又は会員の５分の l 以上の者の互選により選出された者が

会員総会を招集し、出席会員(委任状を含む。)の過半数をもって議長を選任する。 

 

（総会議決） 

第１２条 会員総会は、会員の過半数以上の者の出席(委任状を含む。)をもって成立し、議決は、出

席会員の過半数をもって行う。 



２. 議決は、書面又は代理人によって行うことができる。 

３．総会の議決事項については、議事録を作成し、作成者を除く出席会員１名において、内容を確認

し、必要があれば修正又は追記をした上署名し、議長がこれを保管する。 

なお、議事録には、特定の個人を識別できる情報であって、会員全体への開示を必要としないもの又

はその個人の権利又は利益を害するおそれのあるものは記載しない。 

４．会員は、閲覧の必要がある場合には、委員会に対し、その理由を明らかにした上で、総会の議事

録の閲覧を請求することができる。委員会は、閲覧が委員会の業務の遂行を妨げ、会員の共同の利益

を害すると認める場合を除き、関覧請求を拒むことができない。 

 

（総会議決事項） 

第１３条 次の各号に掲げる事項については、会員総会の議決又は承認によって行う。 

(1) 委員の選任 

(2) 前年度の収支決算及び当年度予算の承認 

(3) 運営委員会規約の変更及び協定の廃止に関すること 

(4) その他委員会において重要と認める事項 

 

（個人情報の管理） 

第１４条 委員会は、委員会活動によって知り得た個人情報については、善良なる管理者の注意義

務をもって管理するものとし、協定の運営以外の目的に使用してはならない。 

 

（会計年度） 

第１５条 委員会の会計年度は、毎年 4 月 l 日から翌年 3 月 31 日までとする。 

 

（連絡先） 

第１６条 委員会の連絡先を委員長宅とする。 

 

（他の運営委員会との連携） 

第１７条 委員会は、佐倉染井野地区内の他の建築協定運営委員会又は緑地運営委員会と協議を行

い、必要に応じて連合運営委員会を開催するなど連携活動の強化に努める。 

 

（推奨基準） 

第１８条 委員会は景観を維持するため、推奨基準を定める。会員はこれを尊重する。 

(1)  外周道路境界より０．５メートル以内に垣及び柵を設ける場合は、高さ１.２メートル以下の透

過性のあるものとする。 

 

付 則 

（施行期日） 

１． この規約は、佐倉染井野Ｓ３地区景観協定発効日から実施する。 

設定 2019 年 11 月 15 日 

改定 2021 年 11 月 20 日 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

 

 

 

 



所有権等の移転等届出書 

年  月  日 

佐倉染井野 S３地区景観協定運営委員会 殿 

申出者  住 所 

(旧所有者等)  氏 名              ㊞ 

連絡先電話 

 

佐倉染井野 S３地区景観協定区域内の土地所有者等として、当該土地の所有権又は借地権の移転

等に伴い、景観協定第２６条に基づき、登記事項証明書写し等を添付して、下記のとおり届出いたし

ます。 

なお、新たに土地の所有者等になる者に対して、私から当該景観協定書・運営委員会規約の写しを

譲り渡すとともに、その内容について説明いたします。 

 

記 

 

１．所有権等を移転した土地の所在・地番 

 

佐倉市染井野  丁目  番  号 

 

２．新たな土地所有者等の住所・氏名 

住 所 

氏 名             持分 

連絡先 電話番号          メール 

 

住 所 

氏 名             持分 

 

住 所 

氏 名             持分 

 

 

（持分者が３名以上の場合は、適宜用紙を追加願います) 

〇運営委員会用 

 

受付 No 

 

受付日 

受付者 

確認者 リスト変更日 総務確認印 

 


